
 

 

2024 年３月６日 

株 主 各 位 

東京都新宿区西新宿四丁目 15 番７号 

株 式 会 社 セ ル シ ス 

代 表 取 締 役 社 長 成 島  啓 

 
 

「第 12 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 
 

当社は「第 12 回定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございましたので、謹

んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正せていただきます。 

なお、本修正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトには、

修正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届く

ものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。 

 

記 

 

＜修正箇所＞ 

「第 12 回定時株主総会招集ご通知」58 ページ 

監査等委員会の監査報告書 

１．監査の方法及びその内容 

 

＜修正内容＞ 

修正箇所は下線で表示しております。 

【修正前】 

１． 監査の方法及びその内容 

監査等委員会は、会社法第 399 条の 13 第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。 

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及

び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み

並びに会社法施行規則第 118 条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由について

は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算

規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。 

 

 



 

２ 

 

【修正後】 

２． 監査の方法及びその内容 

監査等委員会は、会社法第 399 条の 13 第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。 

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重

要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及

び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算

規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。 

 

以 上 


